
　　か た く そ う さ

5.家宅捜査
犯人(はんにん)がかくれている場
所(ばしょ)や証拠品(しょうこひん)
がある場所などを捜査(そうさ)し
ます。

　　はんにんのたいほ

6.犯人の逮捕
犯人(はんにん)を見つけるとみん
なで協力(きょうりょく)して逮捕(た
いほ)します。




